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で
す
。

　

以
前
の
土
地
の
評
価
水
準
は
、
市
町
村

ご
と
に
異
な
り
、
地
価
公
示
価
格
よ
り
相

当
に
低
い
水
準
で
評
価
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
し
か
し
、
平
成
６
年
度
に
制
度
が
改

正
さ
れ
、
評
価
額
を
地
価
公
示
価
格
の
７

割
程
度
と
す
る
よ
う
全
国
的
に
統
一
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
改
正
に
よ
り
、
納
税
者
の

税
負
担
が
急
増
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、

課
税
標
準
額
を
評
価
額
に
緩
や
か
に
近
づ

け
て
い
く
調
整
措
置
が
、
現
在
も
引
き
続

き
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

課
税
標
準
額
が
、
住
宅
用
地
は
評
価
額

（
住
宅
用
地
特
例
率
を
乗
じ
た
額
）
の　
９０

％
に
、
商
業
地
（
駐
車
場
や
店
舗
敷
地
な

ど
）
は
評
価
額
の　

％
の
水
準
に
達
す
る

６０

と
、
税
額
が
据
え
置
き
に
な
り
ま
す
。

怯
道
路
に
使
用
さ
れ
て
い
る
土
地
の
固
定

資
産
税
に
つ
い
て

　

所
有
す
る
土
地
の
一
部
が
、
分
筆
し
な

い
ま
ま
公
衆
用
道
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て

い
る
場
合
は
、
道
路
面
積
の
わ
か
る
測
量

図
面
を
添
え
て
、
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

所
定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
場
合
、
翌

年
度
か
ら
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
が

非
課
税
に
な
り
ま
す
（
図
１
）。

を
は
さ
ん
で
住
宅
の
建
て
替
え
を
行
っ
た

際
も
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

怯
路
線
価
の
公
開

　

市
で
は
、
固
定
資
産
税
路
線
価
を
無
料

で
公
開
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ　

税
務
課
（
市
役
所
２
階
）

怯
土
地
の
負
担
調
整
措
置

　

土
地
の
評
価
額
が
変
わ
ら
な
く
て
も
税

額
が
上
が
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ

は
、
税
負
担
の
公
平
を
図
る
た
め
の
調
整

措
置
が
、
全
国
的
に
行
わ
れ
て
い
る
た
め

　

平
成　

年
度
の
固
定
資
産
税
・
都
市
計

２５

画
税
の
納
税
通
知
書
を
５
月
１
日
（
水
）

に
発
送
し
ま
し
た
。

　

な
お
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
（
一

部
を
除
く
）
で
も
納
付
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
こ
と
に
伴
い
、
納
付
書
を
つ
づ
ら
ず

に
送
付
し
て
い
ま
す
。
紛
失
や
、
納
付
の

順
番
間
違
い
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
口
座
振
替
の
方
は
変
更
あ
り
ま
せ
ん
。

怯
納
税
義
務
者

　

平
成　

年
度
分
の
固
定
資
産
税
・
都
市

２５

計
画
税
の
納
税
義
務
者
は
、
平
成　

年
１

２５

月
１
日
現
在
、
市
内
に
土
地
・
家
屋
・
償

却
資
産
を
所
有
し
て
い
る
方
で
す
。

怯
税
額
の
求
め
方

　

課
税
標
準
額（
固
定
資
産
の
価
格
な
ど
）

蓋
税
率

※
税
率
は
、
固
定
資
産
税
が　

％
、
都
市

１.４

計
画
税
が
０
・　

％
で
す
。

２７

怯
住
宅
用
地
の
特
例
措
置

　

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
居
住
用
の

２５

家
屋
が
建
っ
て
い
る
土
地
（
住
宅
用
地
）

９
５
１
９

怯
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
改
修
費
用
の
補
助

対　

象　

次
の
条
件
す
べ
て
に
該
当
す
る

ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
・
改
修

▽
市
内
に
あ
る
一
般
の
通
行
に
利
用
さ
れ

て
い
る
道
路
に
接
し
て
い
る

※
該
当
し
な
い
場
合
も
あ
る
の
で
、
詳
し

く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
基
礎
部
分
を
除
く
高
さ
が
１
俊
以
上
で

あ
る

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

防
災
安
全
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
１
９

怯
木
造
住
宅
の
耐
震
改
修
費
用
を
補
助

対
象
者　

対
象
住
宅
を
所
有
す
る
個
人

（
複
数
の
個
人
が
共
有
す
る
場
合
を
含
む
）

対
象
住
宅　

昭
和　

年
５
月　

日
以
前
に

５６

３１

建
築
さ
れ
た
、
市
内
の
住
宅
・
共
同
住
宅
・

併
用
住
宅
（
現
に
人
が
住
ん
で
い
る
も
の

に
限
る
）
で
、
市
が
指
定
す
る
診
断
機
関

に
よ
る
耐
震
診
断
を
実
施
し
た
も
の

診
断
機
関　

鋤
東
京
都
建
築
士
事
務
所
協

会
北
部
支
部
ま
た
は
東
京
都
木
造
住
宅
耐

震
診
断
事
務
所
登
録
制
度
に
基
づ
く
耐
震

診
断
事
務
所

補
助
金
額　

改
修
費
用（
消
費
税
を
除
く
）

の
３
分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
限
度　

万
３０

円
）

※
同
一
の
住
宅
に
対
し
て
１
回
限
り
で
、

今
年
度
の
予
算
の
範
囲
内
と
し
ま
す
。

※
ほ
か
に
所
得
税
の
特
別
控
除
制
度
が
あ

り
ま
す
。

※
補
助
を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

防
災
安
全
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

怯
木
造
住
宅
の
耐
震
診
断
費
用
を
補
助

対
象
者　

対
象
住
宅
を
所
有
す
る
個
人

（
複
数
の
個
人
が
共
有
す
る
場
合
を
含
む
）

対
象
住
宅　

昭
和　

年
５
月　

日
以
前

５６

３１

（
旧
耐
震
基
準
）
に
建
築
さ
れ
た
、
市
内

の
住
宅
・
共
同
住
宅
・
併
用
住
宅
（
現
に

人
が
住
ん
で
い
る
も
の
に
限
る
）
で
、
市

が
指
定
す
る
診
断
機
関
に
よ
る
耐
震
診
断

を
実
施
す
る
も
の

診
断
機
関　

鋤
東
京
都
建
築
士
事
務
所
協

会
北
部
支
部
ま
た
は
東
京
都
木
造
住
宅
耐

震
診
断
事
務
所
登
録
制
度
に
基
づ
く
耐
震

診
断
事
務
所

補
助
金
額　

診
断
費
用（
消
費
税
を
除
く
）

の
２
分
の
１
に
相
当
す
る
額
（
限
度
５
万

円
）

※
診
断
費
用
は
診
断
の
種
類
、
住
宅
の
規

模
・
程
度
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

※
補
助
を
希
望
す
る
方
は
、
必
ず
、
事
前

減
額
し
ま
す
。
ま
た
、
認
定
長
期
優
良
住

宅
を
新
築
し
た
場
合
は
、
申
告
に
よ
り
、

減
額
さ
れ
る
期
間
が
よ
り
長
く
な
り
ま
す

（
表
２
）。

怯
耐
震
・
バ
リ
ア
フ
リ
ー
・
省
エ
ネ
改
修

を
行
っ
た
住
宅
の
固
定
資
産
税
を
減
額

　

減
額
措
置
を
受
け
る
に
は
、
原
則
と
し

て
改
修
工
事
完
了
後
、
３
か
月
以
内
の
申

請
が
必
要
で
す
。

※
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

怯
新
築
住
宅
等
の
減
額
措
置

　

新
築
住
宅
の
う
ち
、
一
定
の
要
件
を
満

た
す
住
宅
の
固
定
資
産
税
を
、
一
定
期
間

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
代
替
の
土
地

や
家
屋
を
取
得
し
た
方
へ

▽
土
地

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
住
宅
が
滅

失
・
損
壊
し
、
そ
の
住
宅
の
敷
地
に
代
わ

る
土
地
を
取
得
し
た
と
き
は
、
固
定
資
産

税
・
都
市
計
画
税
の
軽
減
の
特
例
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
原
子
力
発

電
所
の
事
故
に
よ
り
、
居
住
困
難
区
域
に

指
定
さ
れ
た
区
域
内
に
あ
っ
た
住
宅
用
地

に
代
わ
る
土
地
を
取
得
し
た
場
合
も
同
様

で
す
。

▽
家
屋

　

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
、
滅
失
・
損
壊

し
た
家
屋
に
代
わ
る
家
屋
を
取
得
し
た
と

き
は
、
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の
減

額
の
特
例
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
東
日
本
大
震
災
に

お
け
る
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
、

居
住
困
難
区
域
に
指
定
さ
れ
た
区
域
内
に

あ
っ
た
家
屋
に
代
わ
る
家
屋
を
取
得
し
た

場
合
も
同
様
で
す
。

　

特
例
を
受
け
る
に
は
、
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。
要
件
や
提
出
書
類
な
ど
、

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

怯
償
却
資
産

　

市
内
で
事
業
を
経
営
し
て
い
る
法
人
や

個
人
の
方
は
、
そ
の
事
業
の
た
め
に
用
い

る
機
械
や
設
備
な
ど
の
資
産
の
所
有
状
況

を
申
告
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
れ
ら
の
事
業
用
資
産
は
償
却
資
産
と

呼
ば
れ
、
土
地
、
家
屋
と
と
も
に
固
定
資

産
税
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

税
務
課
土
地
評
価
係
緯　

（
３

０４２

４
６
）９
５
２
４
、
家
屋
評
価
係
緯　
（
３
０４２

４
６
）
９
５
２
５
、
庶
務
係
（
償
却
資
産
）

緯　

（
３
４
６
）
９
５
２
１

０４２

 　

７
月　

日
任
期
満
了
に
伴
う
東
京
都
議

２２

会
議
員
選
挙
（
小
平
市
選
挙
区
）
が
、
６

月　

日
（
日
）
に
執
行
さ
れ
ま
す
。
小
平

２３
市
選
挙
管
理
委
員
会
で
は
、
立
候
補
予
定

者
を
対
象
に
し
た
説
明
会
を
開
催
し
ま

す
。

と　

き　

５
月
８
日
（
水
）　

午
後
１
時

　

分
か
ら
（
１
時　

分
受
付
）

３０

１５

と
こ
ろ　

健
康
セ
ン
タ
ー
４
階
視
聴
覚
室

※
駐
車
場
が
混
雑
し
て
い
る
場
合
は
、
市

役
所
ま
た
は
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
の

駐
車
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

内　

容　

届
け
出
関
係
書
類
の
交
付
と
作

成
方
法
、
選
挙
運
動
、
出
納
責
任
者
に
関

す
る
注
意
事
項
ほ
か

出
席
人
数　

各
候
補
者
に
つ
き
２
人
以
内

問
合
せ　

選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
緯　
０４２

（
３
４
６
）
９
５
７
６

東
京
都
議
会
議
員
選
挙

（
小
平
市
選
挙
区
）

立
候
補
手
続
説
明
会

　

市
で
は
、
生
け
垣
造
り
の
費
用
の
補
助

を
し
て
い
ま
す
。

対　

象　

敷
地
の
周
囲
に
新
た
に
造
ろ
う

と
す
る
生
け
垣
で
、高
さ　

俊
以
上
、総
延

０.８

長
２
俊
以
上
の
も
の
（
道
路
に
接
す
る
部

分
は
、
幅
員
４
俊
以
上
の
道
路
が
対
象
）

補
助
内
容　

▽
生
け
垣
造
成
補
助
…
造
成

費
の
９
割
以
内
（
１
俊
当
た
り
１
万
４
千

円
、
１
件
当
た
り　

万
円
が
限
度
）

２８

▽
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
撤
去
補
助
…
撤
去

費
の
９
割
以
内
（
１
俊
当
た
り
６
千
円
、

１
件
当
た
り　

万
円
が
限
度
）

１２

※
詳
し
く
は
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
に
な
る
か
、お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
書
類　

申
請
書
、
方
向
を
変
え
た
現

況
写
真
２
枚
、
造
成
費
見
積
書
の
写
し

申
請
方
法　

工
事
の
着
手
前
に
申
請
書
類

を
問
合
せ
先
へ

問
合
せ　

水
と
緑
と
公
園
課
緯　

（
３
４

０４２

６
）
９
８
３
０

 　

そ
れ
ぞ
れ
傍
聴
で
き
ま
す
。

怯
第
１
回　

図
書
館
協
議
会

と　

き　

５
月
９
日
（
木
）　

午
後
２
時

か
ら

と
こ
ろ　

中
央
図
書
館
２
階
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
申
込
み
多
数

の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

中
央
図
書
館
緯　

（
３
４
５
）

０４２

１
２
４
６

怯
第
１
回　

小
平
市
防
災
会
議

と　

き　

５
月　

日
（
月
）　

午
後
２
時

１３

か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
６
階
大
会
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　

分
に
、
会

３０

場
で
受
付（
申
込
み
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

問
合
せ　

防
災
安
全
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
１
９

怯
５
月　

教
育
委
員
会
定
例
会

と　

き　

５
月　

日
（
木
）　

午
後
２
時

１６

か
ら

と
こ
ろ　

市
役
所
５
階
５
０
４
会
議
室

定　

員　
　

人
２０

申
込
み　

当
日
、
午
後
１
時　

分
か
ら
、

４０

問
合
せ
先
で
受
付
（
先
着
順
）

問
合
せ　

教
育
庶
務
課
緯　

（
３
４
６
）

０４２

９
５
６
８

審
議
会
な
ど
の
日

審
議
会
な
ど
の
日
程程

怯
第
１
回　

青
少
年
セ
ン
タ
ー
運
営
等
協

議
会

と　

き　

５
月　

日
（
月
）　

午
後
３
時

２０

～
５
時

と
こ
ろ　

市
役
所
３
階
庁
議
室

定　

員　
　

人
１０

申
込
み　

当
日
、
会
場
へ
（
先
着
順
）

問
合
せ　

青
少
年
男
女
平
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に
は
、
課
税
標
準
額

が
軽
減
さ
れ
る
特
例

措
置
が
と
ら
れ
て
い

ま
す
（
表
１
）。

※
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取
り
壊
し

て
、
さ
ら
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駐
車

場
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場
合
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ま
た
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の
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と

重
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し
て
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こ

と
は
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ん
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※
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方
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に
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せ
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さ
い
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ブロック塀などの改修費用の補助金額
補助金額内容

経費の９割以内（長さ１メートル当たり６千円、
１件当たり１２万円が限度）撤去

経費と１メートル当たり３万円×改修した長さを比較し
て、少ない額の５割以内（１件当たり３０万円が限度）改修

平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成
２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５年年年年年年年年年年２５年度度度度度度度度度度度

表１　住宅用地特例率
都市計画税固定資産税区　分

３分の１６分の１小規模住宅用地（住宅
１戸につき２００釈まで）

３分の２３分の１一般住宅用地（住宅用
地で２００釈を超える部分）

固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税
の

納
税
通
知
書
を
発
送
し
ま
し
た

住宅の耐震
診断・改修、
ブロック塀
改修

ご利用
ください
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図１

表２　新築住宅等の減額措置
要　　　件

新築された
認定長期優良住宅新築住宅

左の住宅のうち、建築
指導事務所から長期優
良住宅建築等計画の認
定を受けて新築された
住宅

専用住宅、居住部分の
割合が２分の１以上の
併用住宅、一戸建以外
の貸家住宅

住宅の種類

５０釈（一戸建以外の貸家住宅にあっては４０釈）
以上２８０釈以下

居住部分の
床面積

住宅として用いられる部分の床面積が１２０釈ま
でのものはその全部、１２０釈を超えるものは
１２０釈分に相当する部分

減額される
範囲

煙一般住宅（下記以外
の住宅）…新築後５
年度分
煙３階建以上の耐火構
造および準耐火構造
住宅…新築後７年度
分

煙一般住宅（下記以外
の住宅）…新築後３
年度分
煙３階建以上の耐火構
造および準耐火構造
住宅…新築後５年度
分

減額される
期間

家屋にかかる固定資産税額が２分の１減額減額される
割合
※認定長期優良住宅に対する減額措置を受けるためには、新築し
た年の翌年の１月３１日までに申告書などを市役所へ提出する必
要があります。

※平成２１年１月２日から平成２２年１月１日までに新築された一般
住宅、平成１９年１月２日から平成２０年１月１日までに新築され
た３階建以上の耐火構造および準耐火構造住宅は、平成２５年度
から減額の適用がなくなり全額課税となります。
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